
～(国)重点支援地方交付金活用事業～ 

町内共通商品券を配布します 
   

令和8年3月13日 
 

七ヶ宿町民の皆さま へ 
                             七ヶ宿町長 小 関 幸 一 

                                       （公印省略） 

 

『ほっこり・にこにこ生活支援商品券(町内共通商品券)』の 

配付について(お知らせ) 

 

 啓蟄の候、皆さまにはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、物価高騰による経済的負担の軽減を図るため、町民の皆さまへ

お一人につき、今回は 7千円分の『ほっこり・にこにこ生活支援商品券

(町内共通商品券)』を、下記のとおり世帯主様あてに世帯全員分をま

とめてお送りしますので、お知らせいたします。 

  なお、昨年末に配布したお一人５千円の商品券の使用期限は、今月

２５日(木)までとなっています。まだお手元にある場合は、早めの使用

をお願いいたします(期限後は使用することができません)。 
 

記 

発送方法 発 送 日 商品券使用期間 

ゆうパック 3月30日（月） 

から順次発送 

令和8 年４月1 日  

        ～6 月30 日 
 

 

※ご不在等で受け取りが難しい場合は、3月26日(木)までに町民税

務課へご相談ください。 

 

担当：町民税務課 町民係 ℡37-211４ 


